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平成２７年度 施政方針 

 

（平成２７年３月３日） 

 

本日ここに、平成２７年第１回京丹波町議会定例会をお願いいたしましたと

ころ、議員各位におかれましては、公私何かとご多用の中、ご参集いただきま

して誠にありがとうございます。また、日頃、議員各位には、円滑な町政の推

進にご支援、ご協力をいただいておりますことに厚くお礼申し上げます。 

平成２７年度は、京丹波町が誕生して１０年を迎える節目の年でもあります。

今日まで、諸先輩方の弛まぬ努力によって着実に新しいまちが形作られてまいり

ました。 

今、本町では、京都縦貫自動車道の全線開通、道の駅「京丹波 味夢の里」の

開業、丹波自然運動公園の京都トレーニングセンターの平成２７年度末の完成な

ど本町を取り巻く状況は大きく変わろうとしております。これらの施設を基点と

して活力のあるまちづくりに邁進してまいりますので議員各位の格別のご指導、

ご支援を切にお願いする次第であります。また、本年１０月１１日には記念事業

を開催し、町民の皆さんと共にお祝いしたいと考えております。 

さて、わが国の経済状況は「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投

資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」の一体的な推進によって緩やかな回復基

調が続き、実質ＧＤＰは消費税増税後、初のプラスに転じるなど景気が上昇して

いく環境が整いつつあるといわれております。 

しかしながら、内需の柱である個人消費は、食品や日用品の相次ぐ値上げに消

費税増税が加わり、景気の改善は鈍く消費者心理はいまだに立ち直っていない状

況にあります。 

こうした中、国は経済再生と財政健全化を両立するため、消費税率１０％への

引上げ等の施行を平成２７年１０月１日から平成２９年４月１日に変更すること

を含む地方税制改正を行うこととしています。 
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更に、わが国は人口減少・超高齢化社会を迎え、危機的な課題である人口減少

対策、地方創生に腰を据えて取り組む必要があるとして「まち・ひと・しごと創

生法」が制定され、平成２６年度補正予算で「地方への好循環拡大に向けた緊急

経済対策」において「地域住民生活等緊急支援のための交付金」が創設されたと

ころです。 

新たな交付金は、地方版総合戦略の策定と地域の少子化対策などを後押しする

「地方創生先行型」と、地域における消費喚起策やこれに直接効果を有する生活

支援策を後押しする「地域消費喚起・生活支援型」の二本立てで総額４，２００

億円となっております。この交付金は、本町におきましても予算配分がされるこ

とから、２６年度補正予算にその事業費を計上し取り組む予定としております。 

また、新年度の国の一般会計予算においては、人口減少対策の５カ年計画「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく雇用の創出や移住促進に重点を置いた

地方創生関連施策を中心に、前年度比０.５％増となる過去最大を更新する９６兆

３，４２０億円が編成されたところであります。 

なお、平成２７年度の地方財政対策におきましては、歳出項目に「まち・ひと・

しごと創生事業費」が新設、１兆円が計上されるなど地方創生で自治体の取り組

みを後押しする姿勢が表れています。社会保障の充実分等により、一般財源総額

は平成２６年度を約１兆１,９０８億円上回り過去最高の６１兆５，４８５億円と

されましたが、地方交付税は、地方税収の増加見込みに伴い、１,３０７億円減額

となる１６兆７，５４８億円とされ、３年連続の減額となったところであります。

また、赤字地方債である臨時財政対策債も１兆７０２億円の圧縮となったものの

４兆５,２５０億円を借り入れるなど、地方においても依然として借金に依存せ

ざるを得ない厳しい状況が続いております。 

 こうした情勢の中、私が、これまで推進してまいりました「安心」「活力」

「愛」のあるまちづくりを、より確かなものとするために担うべき業務を選択

し、具体的にどう進め、どのように未来に引き継いでいくのか、平成２７年度の

町政運営の基本方針につきまして申し述べたいと思います。 
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昨年暮れの「まち・ひと・しごと創生法」の施行により、地方創生の取り組

みが始まりました。本町におきましても、将来にわたって安心・活力・愛のあ

る地域社会を維持していくために、国と京都府の総合戦略の策定を受けて「京

丹波町総合戦略」の策定に取り組むとともに、平成２９年度から１０年を計画

期間とする「第２次京丹波町総合計画」の策定に取りかかります。 

また、京都府の「森の京都構想」と連携を図り、人を呼び込むための「京丹

波の森づくり」を進めてまいります。 

まずは、「安心」のあるまちづくりであります。 

少子高齢化が進む中、高齢者や障害者の方々が安心して暮らせる環境づくり

は最も重要な政策課題であります。すでに、多くの町民の皆さんには、地域全

体での見守りや声かけの重要性を認識いただき、取り組みを進めていただいて

いるところでありますので、みんなで支える地域福祉づくりをさらに推進して

まいります。 

また、私は、町長就任以来、町民の皆様が安心して暮らしていただくための最重

要課題に地域医療の確保を掲げ、最優先に取り組んでまいりました。 

おかげをもちまして、平成２３年度から京丹波町病院に和知診療所及び和知歯

科診療所を一本化し、経営の効率化や病院と診療所の連携強化を図ることができ

ました。また、京都府をはじめ府立医大及び関係医療機関との連携により、課題

でありました常勤医師の確保を図ることができ、昨年の３月１５日には、府立医

大吉川学長を講師に迎え「地域包括医療講演会」を開催したところです。本年も、

３月１４日に『地域包括医療発表会』を開催予定としております。京丹波町病院

と各診療所をさらに「私たちの町の私たちの病院」として身近に感じていただけ

るように取り組みを進めていくのはもとより、今後も、在宅医療の充実など地域

包括医療の推進に努めてまいります。 

次に、住民の安心・安全と、健康で心豊かな生活を保障するための施策につ

いてであります。これまでから、基本健診とがん検診が同時に受診できる総合

健診の推進をはじめ、若年層や勤労者が受診しやすい体制づくりに努めてまい
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りました。今年度からは、健診項目の中に、「ピロリ菌検査」を導入し、適切

な早期治療により、胃がんの疾病リスクの低減を図ってまいります。また、健

康長寿のまちの実現に向けて、健康づくり推進協議会や食生活改善推進員協議

会などとの連携を進めるとともに、きめ細かな保健指導に取り組んでまいりま

す。 

さらに、安心して医療が受けられるよう心身障害者やひとり親家庭等に対す

る医療費助成をはじめとして、中学校卒業までの医療費負担を医療機関ごとに

月額２００円とする子育て医療費助成制度や、妊婦健診に必要とされる健診１

４回分を全て公費負担とする制度、更には妊娠を望む方に対する不妊治療にか

かる費用を軽減するため、「不妊治療助成金事業」を継続してまいります。 

また、第６期介護保険事業計画に基づき介護保険事業の円滑な運営を図るとと

もに、家族介護支援や認知症予防事業を積極的に実施し、在宅高齢者が住み慣れ

た地域で安心して暮らしていける本町独自の地域包括ケアシステムの構築に取り

組んでまいります。 

障害者支援では、第４期障害福祉計画に基づき、相談支援事業の拡充を図り、

きめ細かな障害福祉サービスの提供に努めるとともに、障害者等の自立と社会参

加の促進が図られるよう、関係機関と連携して、地域生活支援事業を推進してま

いります。 

消費者の安全確保に関しましては、消費生活相談員による「消費者相談窓口」

を継続し、高齢消費者のトラブル防止など関係機関と連携した啓発活動に取り組

むとともに、持続的に安定した消費者行政の推進に努めてまいります。 

災害に強いまちづくりでは、今年度、災害現場や災害対策本部との通信を確保

するためのデジタル防災行政無線を整備し、災害時の消防団活動を迅速かつ的確

に補完し、防災体制の強化を図ってまいります。また、消防団に配備しておりま

す小型動力ポンプ付積載車の計画的な更新をはじめ、地域防災計画の見直しを図

り、現状に即した実効性の高いものとしてまいります。このほか、各種防災訓練

に取り組み、地域防災力の強化を図ってまいります。また、日頃から民生児童委



 5 

員さんをはじめ、各地域の自治会や消防団とも一層連携を図り、災害時における

要援護者へのきめ細やかな対応に努めてまいります。 

また、防犯事業としまして、区等において整備されます街灯設置補助金事業を

継続して実施するなど、犯罪の抑止力向上に努めてまいります。 

次に、原子力防災でありますが、原子力規制委員会は、このほど関西電力高浜

発電所の３、４号機の原子炉設置変更許可申請に関する審査書を正式決定いたし

ました。これにより高浜発電所の再稼動が現実のものとなってまいりました。 

この間、私は、一貫して原子力発電による電力供給は、完全なる安全の担保は

厳しく認め難い。また、わが国のエネルギー需給問題として考えられるべきとの

思いであり、国と事業者が地域住民にしっかりと説明責任を果たされ理解を求め

ていただきたいと申し上げてきました。また、２月２７日には、高浜発電所に係

る京都府域の安全確保等に関する協定書が京都府と関西電力株式会社との間にお

いて締結されました。この協定は立地県に準じたもので、現行の協定内容から大

きく踏み込んだものとなっております。また、本町におきましても、高浜発電所

に係る安全確保等に関する確認書を京都府と関係する７市町との間において締結

したところであります。その確認書の中に規定されています地域協議会において、

国（原子力規制委員会）、事業者（関西電力株式会社）からの説明を求めていきた

く考えております。また、京都府と関係市町が情報を共有し、歩調を合わせて取

り組んでまいります。 

次に、一般住宅等の耐震化につきましては、京丹波町建築物耐震改修促進計画

に基づき、現行の耐震基準に適合していない建築物につきましては、引き続き耐

震診断事業や耐震改修事業を促進してまいります。また、住宅改修補助金交付事

業につきましても、地域経済活性化への効果も大きいことから、平成２６年度か

ら３年間事業を延長しており、これを継続して進めてまいります。 

町営バスの運行につきましては、公共的施設等や地域を結ぶ重要な生活交通と

して、乗り継ぎによる料金負担の軽減を図るなど、利便性の向上に向けて取り組

んでまいります。また、道の駅「京丹波 味夢の里」の開業に合わせ、町営バス
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により道の駅が利用できるよう、４路線にバス停「味夢の里」を新設することと

しております。 

地元唯一の高校であります須知高校への通学支援につきましては、町営バスの

利用促進策として引き続き助成を実施します。 

次に、「活力」のあるまちづくりであります。 

地域資源の活用をはじめ、本町の特徴を活かした産業振興や生活環境の向上及

び地域の活性化に向けた社会資本整備により、活力みなぎるまちを目指してま

いります。 

農林業関係につきましては、有害鳥獣対策を最重要課題に位置づけ取り組むと

ともに、担い手の育成、特産物の振興、農村環境の保全、循環型農林業の推進を

主要施策として取り組んでまいります。 

有害鳥獣対策では、野生鳥獣被害総合対策事業を活用した金網フェンスなどの

設置や有害鳥獣の対象を拡大するとともに、近年、深刻なサル被害に対応するた

め、サル被害に効果の高い防護柵をモデル的に設置し、地域ぐるみの追い払い活

動と併せて支援してまいります。 

また、狩猟免許の取得支援制度による狩猟者の育成や、町域を越えた広域捕獲

の実施のほか、ゲート式自動捕獲装置などの大量捕獲装置による実証結果を踏ま

えた効果的な捕獲対策を研究してまいります。 

担い手育成対策では、地域の中核的な担い手となる営農組織のほか、新規就農

者や認定農業者などが行う農業機械の導入や施設整備に対する支援を強化します。 

生産振興対策では、消費者の安全・安心への志向が高まる中、売れる米づくり

を進めるともに、特産物産地化等形成助成などの町独自事業の推進により、主要

特産物である黒大豆、小豆をはじめ、そば、京野菜、京かんざしなどの生産振興

を図り、ブランド力を高めるとともに、古くから本町の特産物である「丹波クリ」

においては、「生産振興協議会」を設置するなど、生産拡大に向けた取り組みを進

めてまいります。 

また、そうした農作物の生産にあたりましては、畜産堆肥の活用による土づく
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りを推進し、耕畜連携による資源循環型農業の振興を図ってまいります。 

農業・農村整備につきましては、平成２７年度から法律に基づき実施される日

本型直接支払制度として、中山間地域等直接支払や多面的機能支払交付金により、

農業・農村の多面的機能を発揮するための地域活動や営農活動が今後も引き続き

適切に行われるよう支援してまいります。また、安定的な農業経営や安心・安全

な農村生活を実現するため、農村地域の防災・減災に向けた整備を行うとともに、

命の里事業など地域力の向上を目指した集落連携活動への支援にも取り組んでま

いります。 

林業振興面では、林業経営の向上や林業団体の育成を図り、あわせて森林の持

つ多面的機能を良好に維持していくため、森林を整備する地域活動等への支援を

行うとともに、効率的な森林施業のための路網整備として、坂原地区と西河内地

区を結ぶ「森林管理道塩谷長谷線」の開設工事を引き続き実施してまいります。 

また、本町の豊かな森林資源を活用するためには、森林資源の調査が不可欠で

あり、森林資源量解析システムの構築により、精度の高い森林資源情報を持つこ

とで、実効性の高い森林整備計画を樹立し、木材利用の拡大・促進、効率的な森

林の整備・保全を図ります。また、友好町として交流を深めております北海道下

川町の循環型森林経営を参考にしながら、地域熱供給システムによる資源循環の

モデルづくりに取り組むとともに、公共施設等の木質化や薪ストーブの導入、「京

丹波ぬく森のイス」プレゼント事業などを通じて、町内産材の活用と木のぬくも

りを感じる豊かな暮らしの促進に取り組んでまいります。 

本年度には、京丹波町産材を活用した京都府立丹波自然運動公園トレーニング

センターの建築が予定されております。その取り組みをモデル事業として位置づ

け、今後、町内産材の利用促進を図り「木づかいの文化づくり」を進めてまいり

ます。 

また、「京都府立林業大学校」との連携をより一層強化し、実習林の提供などの

支援を行うほか、様々な面で連携を強め、林業振興と町の活性化を図ってまいり

ます。今春は、２期生２３名が卒業される見込みであり、京都府内外の林業関係
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機関などへの就職が内定していると聞いております。今後、卒業生の皆様の活躍

を心から期待するものであります。 

次に、商工業及び観光の振興につきましては、特に、厳しい経済情勢の中で、

商工会と連携した小規模商工業者等の育成や補給金制度など、町独自施策として

商工業者の経営安定に向けた支援を引き続き行ってまいります。  

また、これまで実施してきました京丹波食の郷創造プロジェクト事業をより充

実発展させるため、京丹波町まるごと観光推進事業として実施し、食をテーマと

した様々な取り組みや、農産物の６次産業化を推進し、「食の郷・京丹波」として

全国への流通拡大や町内への集客などを図ってまいります。 

本年度も丹波自然運動公園と須知高校を会場に開催し、本町の豊かな食を広く

情報発信するとともに、町民総参加のイベントとして町民の皆様の誇りづくりや

元気づくりにつなげてまいります。 

また、畑川ダムによる安定した水の確保や、平成２７年に全線開通が予定され

ています京都縦貫自動車道の完成を本町発展の原動力として、企業誘致や地元企

業及び町関係施設の活性化を推進してまいります。 

この、京都縦貫自動車道の開通につきましては、既に報道等で報告されており

ますとおり、開通予定がゴールデンウィーク以降となりました。４月の開通に合

わせて開業予定でありました、道の駅「京丹波 味夢の里」につきましても、開

業を延期せざるを得ない状況となりましたが、特産物の販売や施設利用をきっか

けとした道路利用者の町内への誘導方法の確立など、京丹波町観光協会等関係団

体と連携を図りながら、多くの人が訪れるまちづくりを推進するための準備をし

っかりと整え、開業に備えたいと思っております。 

次に、道路等の整備でありますが、道路は産業活動や住民の生活を支える基盤

施設であり、地域の連携や交流圏の拡大に欠かすことが出来ない社会基盤である

ことから、道路の利便性・安全性の向上につなげるための必要な整備に努めてま

いります。また、今後ますます老朽化する施設の増加に対し、点検や維持管理を

含めた長寿命化に取り組んでまいります。 
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国道９号及び２７号においては、旧町間を結ぶ重要な幹線道路でありますが、

狭小区間や歩道未設置区間が存在することから、早期に必要な整備が進められる

よう、関係団体とも協調し、整備実現に向け引き続き取り組んでまいります。 

府道関係につきましては、ほとんどの路線が事業継続路線となっており、沿線

市との連絡や、国道に連絡する幹線道路であることから、災害時の避難道路や交

流基盤として、その役割は重要であります。 

このため、早期改修に向けて、沿線住民の皆様や、促進同盟会、協議会の皆様と

共に継続して、要望活動を行ってまいります。 

町道関係では、町総合計画や地域からの要望をもとに、道路利用者の安全や利

便性の向上、及び地域間交流の促進につながるよう幹線道路を中心に改良事業に

取り組んでまいります。また、冠水箇所等の改修につきましては、周辺の排水状

況等を確認し、改修整備に努めてまいります。 

河川整備等につきましては、畑川ダムの完成により治水機能が向上し、流域住

民の安心安全が図られたところであります。引き続き、高屋川「藤ヶ瀬工区」改

修事業について、事業進捗が図られるよう京都府と連携して取り組むとともに、

須知川等の改修が必要な箇所につきましては、関係者と連携し、早期の事業化を

要望してまいります。  

また、土砂災害から住民の生命と財産を守る砂防事業等につきましても京都府

と連携して取り組むこととし、町管理河川においても、災害発生が懸念される箇

所については、必要な対策を行い周辺流域の安定化に努めてまいります。 

畑川ダムの関係につきましては、治水と利水の機能が十分に発揮されるよう関

係機関とともに適正な維持管理に努めてまいります。また、ダム湖畔の周辺整備

につきましては、地元地域はもとより町の活性化に寄与する施設として、地域と

の合意形成を図りつつ持続可能な整備を目指してまいります。 

水道事業につきましては、安心安全な水の供給を第一に、現有施設の維持管理

業務を徹底するとともに、丹波・瑞穂地区及び和知地区の統合整備事業を引き続

き推進し、平成２８年度事業完了を目指してまいります。 
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また、下水道事業では、循環型社会の構築を図るため、計画的・効率的な維持

管理に努め、併せて生活排水処理対策を推進し、清らかな水環境の創造と将来へ

の恵み豊かな環境の承継に努めてまいります。 

次に、「愛」のあるまちづくりであります。 

次代を担う子どもたちの健やかな成長を支援するため、本年４月から本格施行

となります「子ども・子育て支援新制度」に向けまして、「京丹波町子ども・子育

て審議会」においてご審議いただき、本年２月１２日には、地域の実情や特性を

踏まえた「京丹波町子ども・子育て支援事業計画」の答申を受け、本計画の策定

に向け取り組んでいるところでございます。子どもたちの笑顔があふれる地域づ

くりを目指し、切れ目のない子育て支援の提供や児童虐待未然防止に努めてまい

ります。また、児童の預かり等の相互援助活動を支援する「ファミリー・サポー

ト・センター事業」は、相互の会員も増加するなど順調に事業が進んでおり、来

年度も引き続き推進してまいります。 

なお、保育所の運営につきましては、人間形成の基礎を培う大切な時期である

乳幼児期における質の高い教育、保育の充実と幼保一元化に向けた議論並びに取

り組み、そして施設環境の整備を進めてまいります。 

学校教育では、昨年４月に策定しました「京丹波町教育振興基本計画」を踏ま

え、児童生徒に確かな学力、豊かな人間性、健やかな体といった知、徳、体のバ

ランスのとれた力である「生きる力」の育成により一層努めてまいります。また、

「京丹波町いじめ防止基本方針」により、いじめの未然防止や早期発見、早期対

応に努め、いじめ問題の解決にしっかり取り組んでまいります。 

さらに、学校における食育の一層の推進と、食育の生きた教材となる地場産物

の活用を推進し、学校給食の充実を図ってまいります。 

学校施設の整備につきましては、天井や照明器具など非構造部材の耐震化や普

通教室等の空調設備の整備など、安全でよりよい教育環境づくりを計画的に進め

てまいります。 

社会教育におきましては、一人ひとりの人権が尊重され、いきいきと暮らせる
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社会を築くため、地域のつながりや、自然、伝統文化など、様々な力を活用しな

がら、生涯にわたる多様で自主的な学習活動を推進してまいります。 

また、本年８月に近畿各地で開催される「全国高等学校総合体育大会（インタ

ーハイ）」において、本町がホッケー競技のメイン会場となることから、大会の成

功と本町の地域スポーツでありますホッケーの更なる発展と魅力発信に努めてま

いります。 

さらに、様々なスポーツ活動を通じて住民の健康づくりと交流機会の拡充を図

るとともに、町の誇りであり大切な財産である文化財や伝統文化の保存と継承に

努めてまいります。 

ケーブルテレビ事業では、今後とも自主放送番組等を通じて、コミュニティ

の活性化をはじめ、防災対策、産業の活性化、保健・福祉・教育など行政施策

の推進を図り、豊かで快適な情報化農村の実現を目指してまいります。 

また、活力ある地域づくりや地域の課題解決に向けて今後とも地域支援担当

職員を中心に地域に溶け込み、積極的に地域の活動を応援してまいります。 

さらに、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現に向けて、住民要

望や住民相談等に、きめ細かな対応を行ってまいります。また、「女性のため

の相談窓口」も、毎月１回の実施を継続し、関係機関と連携しながら、各種相

談業務を充実させ、ぬくもりとほほえみのある町政を推進してまいります。 

本町の豊かな自然や生活環境の保全につきましては、環境保全に関する普及啓

発を行うとともに、公害防止や産業廃棄物の適正処理、さらに適正な動物飼養や

空き地管理などについて、各関係機関と連携を図るとともに、住民の皆様や事業

者の皆様にもご協力いただきながら、安全で快適な生活環境の維持に努めてまい

ります。 

また、生ゴミ等堆肥化容器購入助成や資源ゴミ集団回収事業補助金制度により、

ゴミの減量化や再資源化を推進するとともに、地球温暖化防止対策や再生可能エ

ネルギーの普及を推進する一助として、「住宅用太陽光発電システムの設置にかか

る補助制度」を継続してまいります。 
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最後になりましたが、これら施策の実現には、健全財政の維持、確保が不可

欠であります。先に述べましたとおり、平成２７年度の地方財政対策におきまし

ては、社会保障の充実分等により、一般財源総額は平成２６年度を上回る額が確

保されましたが、地方交付税は、地方税収の増加見込みに伴い、１，３０７億円

が減額されたところであります。 

本町の課題であります地方債残高の縮小につきましては、これまでに実施した

繰上償還をはじめ、交付税算入の有利な地方債の活用や、新規発行債の抑制など

により縮減が進み、平成２６年度末の実質公債費比率も１４％台を見込んでいる

ところであります。しかしながら、実質公債費比率の単年度比較では昨年度を上

回るほか、普通交付税の算定にかかる合併特例期間の終了が間近に迫る中、消費

税率の引上げによる負担も増加が見込まれるところであり、一層の財政健全化対

策が必要であります。 

また、町有施設の有効活用に取り組む中で、町有土地につきましては、若者定

住や移住人口の増加を目指し、平成２６年度に整備しております和知駅周辺の

本庄馬森団地及び花ノ木団地の造成地販売を行うなど町有地の有効活用に努め、

将来的にも安定した行財政基盤の確立を目指してまいります。 

さらに、「公平・透明・納得」の原則の下、納税者の立場に立った適正な課税

と徴収に努めていかなければなりません。このため、京都地方税機構と十分連携

し、納税者の利便性を図りながら徴収率の向上に努めるなど、自主財源の確保

に引き続き取り組みを進めてまいります。 

あわせて、多様化した住民ニ－ズに応えられる質の高い行政運営を行うために

は、職員の資質向上が重要であります。このため、職員自らが常に問題意識と目

標達成に向けた意欲を持ちながら、住民満足度の向上に向けて日々努力すること

はもちろん、職員研修や人事評価制度などを通じて政策形成能力の向上を図ると

ともに、公平公正で親切丁寧な応対に心がけ、やさしさとぬくもりを感じていた

だける役場づくりに一層努めてまいります。 

 以上、様々に申し上げてまいりましたが、これら諸施策の実現は、私ひとり
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で成しえるものではございません。緊張感を持って誠実に、意思決定機関であ

る議会や町民の皆様のご意見を伺いながら、職員と一丸となって全力を注いで

まいる決意であります。 

議員各位並びに町民の皆様のご理解とご支援を心からお願い申し上げます。 

以上、平成２７年度の施政方針といたします。 


